
容積率　建築基準法第５２条第１項、第２項
指定容積率と前面道路から算出した容積率の小さいほうの値を採用する。

建蔽率　建築基準法第５３条

外壁後退の指定・絶対高さ制限　建築基準法第５４条、第５５条第１項

規制なし規制なし
近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定

用途地域

第１種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

準住居地域

指定建蔽率（％）

４０・５０

４０・５０・６０

６０

８０

６０

建築物の高さ（Ｈ）外壁後退（ｍ）

Ｈ≦１０ｍ１.０・１.５

第１種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

７０

用途地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定

無指定

前面道路幅員×６／１０

１００・２００

２００

２００

４００商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

都市計画による指定容積率（％）

（前面道路幅員≧12ｍの場合）

前面道路による容積率（％）

（前面道路幅員＜12ｍの場合）

８０第１種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

前面道路幅員×４／１０

用途地域



道路斜線制限　建築基準法第５６条第１項１号、別表第３

隣地斜線制限　建築基準法第５６条第１項第２号

北側斜線制限　建築基準法第５６条第１項第３号

Ｌ：建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

※：日影規制が適用される場合は除外

用途地域

第１種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

制限内容

５ｍ＋１.２５Ｌ

１０ｍ＋１.２５Ｌ（※）

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定

勾配

Ｈ＞２０ｍ

Ｈ＞３１ｍ

１.２５

２.５

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

１.５

Ｓ≦２００

２０ｍ

用途地域

第１種低層住居専用地域

Ｓ≦２００ １.２５

Ｓ≦４００

無指定

容積率の限度（Ｓ）
斜線制限が

適用される距離
斜線勾配

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

立上りの基本高さ

用途地域

第１種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域



日影規制　建築基準法第５６条の２、別表第４

規制なし

建築物の高さ＞１０ｍ ４ｍ

４ｍ

５ ３

５ ３

４ ２.５

建築物の高さ＞１０ｍ

規制なし

５＜Ｌ≦１０ １０＜Ｌ

隣地境界線からの

水平距離＝Ｌ（ｍ）

規制日影時間（ｈ）

軒高＞７ｍまたは

地上階数≧３
１.５ｍ ４ ２.５

規制対象建築物
平均地盤面

からの高さ

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定

用途地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

準住居地域

第１種低層住居専用地域


